
目

次

規

則

○
青
森
県
道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

告

示

○
公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
書
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
一

○
文
書
記
号
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
書
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
文
書
記
号
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
二
以
上
の
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
農
林
水
産
業
及

び
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
農
林
水
産
事
務
所

の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
七

○
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
七

○
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
八

出
先
機
関

○
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱

場
所
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
央
県
税

事

務

所
）
…
八

規

則

青
森
県
道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
三
号

青
森
県
道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
四

無
電
柱
化
（
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
無
電
柱
化
を
い
う
。
）
の
推
進
の
観
点
か
ら
地
中
に
設
け
る
電
線
類
及
び

電
線
共
同
溝
、
キ
ャ
ブ
等
に
設
け
る
電
線
類
並
び
に
こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
で
あ
る
変
圧
器
等

の
地
上
機
器

第
十
四
条
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
防
災
拠
点
自
動
車
駐
車

場
」
を
「
道
路
の
附
属
物
で
あ
る
自
動
車
駐
車
場
」
に
、
「
第
十
六
条
の
三
各
号
」
を
「
第
十
六
条

の
四
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
六
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二
十
五

脱
炭
素
化
施
設
等
で
、
政
令
第
十
六
条
の
二
各
号
に
定
め
る
場
所
に
設
け
ら
れ
る
も
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
令
和
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
八
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
書
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
四
十
一
号

令
和
八
年四

月
一
日

（
水
曜
日
）



令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

青
森
県
交
付
公
債

二

青
森
県
住
民
参
加
型
ミ
ニ
市
場
公
募
債

三

知
事
部
局
及
び
労
働
委
員
会
事
務
局
の
常
勤
職
員
の
任
免
等
に
係
る
辞
令
書

四

青
森
県
職
員
の
証

五

恩
給
年
額
改
定
通
知
書

六

青
森
県
私
立
高
校
生
等
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
に
係
る
給
付
決
定
通
知
書

七

県
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
税
通
知
書

２

減
額
通
知
書

３

賦
課
取
消
書

４

減
免
通
知
書

５

過
誤
納
金
還
付
（
充
当
）
通
知
書

６

督
促
状

７

催
告
書

８

口
座
振
替
不
能
通
知
書

９

個
人
事
業
税
納
付
書

10

自
動
車
税
徴
収
引
受
通
知
書

11

自
動
車
税
納
税
証
明
書

12

県
税
特
別
徴
収
交
付
金
決
定
通
知
書

八

危
険
物
取
扱
者
免
状

九

消
防
設
備
士
免
状

十

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状

十
一

高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状

十
二

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状

十
三

電
気
工
事
士
免
状

十
四

基
幹
統
計
調
査
の
統
計
調
査
員
の
任
命
辞
令

十
五

基
幹
統
計
調
査
の
統
計
調
査
員
の
身
分
を
示
す
証
票

十
六

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
委
嘱
状

十
七

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
の
証

十
八

県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
の
審
査
の
結
果
に
関
す
る
通
知
書

十
九

狩
猟
者
登
録
証

二
十

民
生
委
員
・
児
童
委
員
委
嘱
辞
令

二
十
一

民
生
委
員
・
児
童
委
員
証

二
十
二

生
活
保
護
の
医
療
扶
助
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

医
療
要
否
意
見
書

２

医
療
券

３

医
療
券
送
付
書

４

調
剤
券

５

調
剤
券
送
付
書

６

医
療
受
給
証

二
十
三

生
活
保
護
の
介
護
扶
助
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

介
護
券

２

介
護
券
送
付
書

二
十
四

生
活
保
護
の
開
始
の
決
定
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

保
護
開
始
（
変
更
）
決
定
通
知
書

２

保
護
停
止
（
廃
止
）
決
定
通
知
書

３

扶
養
照
会
書

４

預
貯
金
照
会
書

５

生
命
保
険
加
入
状
況
照
会
書

二
十
五

戦
傷
病
者
乗
車
券
類
引
換
証

二
十
六

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
裁
定
通
知
書

二
十
七

肝
炎
治
療
受
給
者
証

二
十
八

麻
薬
卸
売
業
者
、
麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
及
び
麻
薬
研
究
者
に
係

る
免
許
証

二
十
九

一
般
用
医
薬
品
に
係
る
配
置
従
事
者
身
分
証
明
書

三
十

一
般
用
医
薬
品
に
係
る
販
売
従
事
登
録
証

三
十
一

保
健
師
等
修
学
資
金
返
還
金
に
係
る
納
入
通
知
書

三
十
二

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
票

三
十
三

特
定
医
療
受
給
者
証

三
十
四

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
修
了
証
明
書

三
十
五

介
護
支
援
専
門
員
証
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三
十
六

保
育
士
登
録
証

三
十
七

保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
修
了
証

三
十
八

母
子
福
祉
資
金
償
還
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

督
促
状

三
十
九

寡
婦
福
祉
資
金
償
還
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

督
促
状

四
十

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
受
診
券

四
十
一

児
童
扶
養
手
当
証
書

四
十
二

特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

四
十
三

児
童
等
入
所
措
置
負
担
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

督
促
状

四
十
四

身
体
障
害
者
手
帳

四
十
五

愛
護
手
帳

四
十
六

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）

四
十
七

自
立
支
援
医
療
費
（
更
生
医
療
）
及
び
補
装
具
費
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

判
定
書
（
更
生
医
療
）

２

判
定
書
（
補
装
具
）

四
十
八

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

四
十
九

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
掛
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

払
込
証
明
書

五
十

中
小
企
業
高
度
化
資
金
償
還
に
係
る
納
入
通
知
書

五
十
一

タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
装
置
検
査
済
証

五
十
二

技
能
検
定
合
格
証
書

五
十
三

農
業
改
良
資
金
償
還
金
に
係
る
納
入
通
知
書

五
十
四

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
に
係
る
納
入
通
知
書

五
十
五

建
設
業
者
の
経
営
事
項
審
査
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書

２

総
合
評
定
値
通
知
書

五
十
六

県
営
住
宅
の
管
理
事
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

収
入
認
定
通
知
書

３

収
入
超
過
者
認
定
通
知
書

４

高
額
所
得
者
認
定
通
知
書

５

収
入
更
正
・
収
入
超
過
者
（
高
額
所
得
者
）
認
定
取
消
通
知
書

６

家
賃
に
係
る
未
納
通
知
書

７

駐
車
場
使
用
料
に
係
る
未
納
通
知
書

８

県
営
住
宅
家
賃
（
敷
金
）
減
免
（
徴
収
猶
予
）
決
定
通
知
書

９

駐
車
場
使
用
料
減
免
決
定
通
知
書

10

駐
車
場
利
用
承
認
書

五
十
七

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理
事
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も
の

１

納
入
通
知
書

２

家
賃
に
係
る
未
納
通
知
書

３

駐
車
場
使
用
料
に
係
る
未
納
通
知
書

４

駐
車
場
利
用
承
認
書

五
十
八

表
彰
状
、
感
謝
状
、
賞
状
及
び
寄
附
金
受
領
証
明
書
で
一
度
に
印
刷
す
る
枚
数
が
お
お
む

ね
五
十
枚
以
上
で
あ
る
も
の

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
（
令
和
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
八
号
）
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
三

十
八
条
第
三
項
（
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
文
書
記
号

を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

１
本
庁

課
名

等
文
書
記
号

知
事
公
室

青
知
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人
事
課

青
人

行
政
経
営
課

青
行
経

総
務
文
書
課

青
総

広
報
広
聴
課

青
広

行
幸
啓
室

青
行
幸
啓

財
政
課

青
財

税
務
課

青
税

市
町
村
課

青
市
町
村

財
産
管
理
課

青
財
管

工
事
検
査
課

青
工
検

総
合
政
策
課

青
総
政

Ｄ
Ｘ
推
進
課

青
Ｄ
Ｘ

統
計
分
析
課

青
統

統
合
新
病
院
開
設
準
備
室

青
統
病
準

こ
ど
も
み
ら
い
課

青
こ

若
者
定
着
還
流
促
進
課

青
若
定

県
民
活
躍
推
進
課

青
県
活

地
域
づ
く
り
政
策
課

青
地
政

交
通
戦
略
課

青
交
通

地
域
生
活
文
化
課

青
地
文

環
境
政
策
課

青
環

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政
策
課

青
エ
脱

資
源
循
環
推
進
課

青
資
推

自
然
保
護
課

青
自
然

原
子
力
立
地
対
策
課

青
原
立

健
康
医
療
福
祉
政
策
課

青
健
医
福

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課

青
が
生

医
療
薬
務
課

青
医

保
健
衛
生
課

青
保

高
齢
福
祉
保
険
課

青
高
保

障
が
い
福
祉
課

青
障

経
済
産
業
政
策
課

青
経
産

地
域
企
業
支
援
課

青
企
支

企
業
立
地
・
創
出
課

青
立
創

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課

青
産
イ

観
光
政
策
課

青
観

国
際
誘
客
交
流
課

青
国
誘

県
産
品
販
売
・
輸
出
促
進
課

青
販
輸

農
林
水
産
政
策
課

青
農
水

食
ブ
ラ
ン
ド
・
流
通
推
進
課

青
食
流

団
体
経
営
改
善
課

青
団
経

構
造
政
策
課

青
構

農
産
園
芸
課

青
農
園

り
ん
ご
果
樹
課

青
り

畜
産
課

青
畜

林
政
課

青
林

農
村
整
備
課

青
農
整

水
産
振
興
課

青
水
振

漁
港
漁
場
整
備
課

青
漁
整

監
理
課

青
監

整
備
企
画
課

青
整
企

道
路
課

青
道

河
川
砂
防
課

青
河
砂

港
湾
空
港
課

青
港
空
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都
市
計
画
課

青
都
計

建
築
住
宅
課

青
建

防
災
危
機
管
理
課

青
防

消
防
保
安
課

青
消

原
子
力
安
全
対
策
課

青
原

総
務
企
画
課

青
総
企

競
技
式
典
課

青
競
式

施
設
調
整
課

青
施
調

障
ス
ポ
課

青
障
ス

会
計
管
理
課

青
会
管

財
務
指
導
課

青
財
指

２
出
先
機
関

出
先

機
関

名
等

文
書
記
号

青
森
県
公
文
書
セ
ン
タ
ー

青
公
文
セ

青
森
県
東
京
本
部

青
東

青
森
県
中
央
県
税
事
務
所

中
央
県
税

青
森
県
中
南
県
税
事
務
所

中
南
県
税

青
森
県
三
八
県
税
事
務
所

三
八
県
税

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所

西
北
県
税

青
森
県
上
北
県
税
事
務
所

上
北
県
税

青
森
県
下
北
県
税
事
務
所

下
北
県
税

青
森
県
中
央
児
童
相
談
所

青
児
相

青
森
県
中
南
児
童
相
談
所

中
南
児
相

青
森
県
三
八
児
童
相
談
所

三
八
児
相

青
森
県
西
北
児
童
相
談
所

西
北
児
相

青
森
県
下
北
児
童
相
談
所

下
北
児
相

青
森
県
上
北
児
童
相
談
所

上
北
児
相

青
森
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

青
女
相

青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

青
子
み

青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所

東
連
携

青
森
県
中
南
地
域
連
携
事
務
所

中
連
携

青
森
県
三
八
地
域
連
携
事
務
所

三
連
携

青
森
県
西
北
地
域
連
携
事
務
所

西
連
携

青
森
県
上
北
地
域
連
携
事
務
所

上
連
携

青
森
県
下
北
地
域
連
携
事
務
所

下
連
携

青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

青
消
費
セ

青
森
県
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
推
進
東
京
連
絡
事
務
所

青
フ
東

青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所

青
環
境

青
森
県
弘
前
環
境
管
理
事
務
所

弘
環
境

青
森
県
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
環
境

青
森
県
む
つ
環
境
管
理
事
務
所

む
環
境

青
森
県
東
津
軽
保
健
所

東
保
健

青
森
県
中
南
保
健
所

中
保
健

青
森
県
三
戸
保
健
所

三
保
健

青
森
県
西
北
保
健
所

西
保
健

青
森
県
上
北
保
健
所

上
保
健

青
森
県
下
北
保
健
所

下
保
健

青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所

中
央
福

青
森
県
中
南
福
祉
事
務
所

中
南
福

青
森
県
三
戸
福
祉
事
務
所

三
戸
福

青
森
県
西
北
福
祉
事
務
所

西
北
福

青
森
県
下
北
福
祉
事
務
所

下
北
福

青
森
県
上
北
福
祉
事
務
所

上
北
福
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青
森
県
衛
生
研
究
所

青
衛
研

青
森
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

青
動
愛

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所

青
食
衛

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所
三
沢
支
所

青
食
衛
三
支

青
森
県
食
肉
衛
生
検
査
所
お
い
ら
せ
支
所

青
食
衛
お
支

青
森
県
障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー

青
障
相

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー

青
あ

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー

青
さ

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

青
精
保

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校

青
高
技
専

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校

弘
高
技
専

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

八
工
学

青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術
専
門
校

む
高
技
専

青
森
県
立
障
が
い
者
職
業
訓
練
校

障
訓

青
森
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー

青
大

青
森
県
名
古
屋
情
報
セ
ン
タ
ー

青
名

青
森
県
福
岡
情
報
セ
ン
タ
ー

青
福

青
森
県
立
美
術
館

青
美

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所

東
農
水

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
青
森
水
産
事
務
所

東
青
水
産

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所

中
農
水

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所

三
農
水

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
八
戸
家
畜
保
健
衛
生
所

三
八
家
保

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
八
戸
水
産
事
務
所

三
八
水
産

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所

西
農
水

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
つ
が
る
広
域
家
畜
保
健
衛
生
所

西
つ
広
家
保

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
鰺
ケ
沢
水
産
事
務
所

西
鰺
水
産

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所

上
農
水

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

上
中
家
保

青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所

下
農
水

青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所
む
つ
家
畜
保
健
衛
生
所

下
む
家
保

青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所
む
つ
水
産
事
務
所

下
む
水
産

青
森
県
病
害
虫
防
除
所

青
病
防

青
森
県
営
農
大
学
校

青
営
大

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所

東
県
整

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
青
森
港
管
理
所

東
整
青
港
管

青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所

中
県
整

青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所

三
県
整

青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所
八
戸
港
管
理
所

三
整
八
港
管

青
森
県
西
北
県
土
整
備
事
務
所

西
県
整

青
森
県
西
北
県
土
整
備
事
務
所
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所

西
整
鰺
道
事

青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所

上
県
整

青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
む
つ
小
川
原
港
管
理
所

上
整
む
港
管

青
森
県
下
北
県
土
整
備
事
務
所

下
県
整

青
森
空
港
管
理
事
務
所

青
空
管

青
森
県
消
防
学
校

青
消
学

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

青
原
セ

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号
（
公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き

る
文
書
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

（ ）6青 森 県 報 号外第41号令和８年４月１日 水曜日



青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号
（
文
書
記
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

令
和
七
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
（
二
以
上
の
農
林
水
産
事
務
所
の
所
管
区
域

に
わ
た
る
農
林
水
産
業
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
農
林
水
産
事
務
所
の
指

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

表
国
営
岩
木
川
左
岸
（
一
期
）
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業
に
関
す
る
事
務
の
項
及
び
国
営
岩
木
川

左
岸
（
二
期
）
地
区
か
ん
が
い
排
水
事
業
に
関
す
る
事
務
の
項
を
削
り
、
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。県

営
藤
坂
頭
首
工
地
区
水
利
施
設
整
備
事
業

（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
）
に
関
す
る
事
務

青
森
県
三
八
農
林

水
産
事
務
所

青
森
県
上
北
農
林

水
産
事
務
所

青
森
県
上
北
農
林
水

産
事
務
所

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
歩

行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道
路

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

変
更
の
前
後
別

区

間

変
更
し
た

年
月
日

県
道
青
森
港
線

前

青
森
市
本
町
二
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二

丁
目
二
の
一
四
地
先
ま
で

令
和八･
四･
一

後

青
森
市
本
町
三
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二

丁
目
四
の
九
地
先
ま
で

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
利

便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道
路

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

変
更
の
前
後
別

区

域

変
更
す
る

年
月
日

県
道
青
森
停
車

場
線

前

青
森
市
本
町
一
丁
目
一
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
一

丁
目
二
の
三
一
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に

示
す
区
域

令
和八･
五･
二

後

青
森
市
本
町
一
丁
目
一
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
一

丁
目
二
の
三
一
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に

示
す
区
域
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県
道
青
森
港
線

前

青
森
市
本
町
二
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二

丁
目
二
の
一
四
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に

示
す
区
域

令
和八･
五･
二

後

青
森
市
本
町
三
丁
目
二
の
一
地
先
か
ら
同
市
本
町
二

丁
目
四
の
九
地
先
ま
で
の
区
間
で
、
次
の
図
面
に
示

す
区
域

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
す
る
。
）

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
四
月
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
再
配
分
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

川
守
田
雄
一
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

剣
吉

前
河
原
1番
24

出

先

機

関

青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
告
示
第
一
号

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所
を
指
定
し
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
長

坂

内

芳

樹

一

自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
二
の
三

２

名
称

一
般
社
団
法
人
青
森
県
自
動
車
会
議
所

二

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
三
九
の
二
一

青
森
県
交
通
会
館
内

八
戸
市
桔

野
工
業
団
地
二
丁
目
一
二
の
六
六

八
戸
自
動
車
会
館
内
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


